
石綿による健康被害を受けた者・遺族

（独）環境再生保全機構

保健所等

厚生労働大臣

（都道府県労働局長）

船員を
雇用する者

労災保険適用
事業主

政 府

一定の要件に該当する事業主

交付

地方公共団体

拠出

○認定
○被認定者への給付
・医療費（自己負担分）
・療養手当
・葬祭料

申請

特別拠出金の徴収

一般拠出金の徴収

一般拠出金の徴収
（労働保険料と併せて徴収）

（徴収事務費の一部を控除後）

交付

労働保険特別会計
徴収事務費の一部

救済給付の費用徴収と給付について

費
用
の
徴
収

○遺族への給付

・特別遺族弔慰金等

基金

救
済
給
付
の

支
給


